




京都消費者契約ネットワーク？　適格消費者団体？
消費者の安全・安心な生活を守るために悪質な事業活動を是正してい

ます。

その活動は健全な市場の形成につながっています。

　KCCNは、消費者団体のなかでも、特に積極的な差止請求活動等を通
じて、消費者の権利擁護を目指して参りました。

　適格消費者団体による差止請求は、国が、消費者の権利利益の保護

のために適格消費者団体に認めたものであり、公益的目的のために定

められた制度です。しかしながら、KCCNを含めたほとんどの適格消費者

団体は、協力者によるボ

ランティアによって運営

されており、経済的な基

盤は盤石とは言えません。

　一つ一つの企業は、販

売する商品・サービスを

通じて、顧客を満足させ、

それによって消費者の利

益を図ることができます。

他方でより広い観点から、市場の公正性確保や、消費者一般の権利擁護

を図ることは簡単ではありません。 

　もし、KCCNをご支援いただけ

るのであれば、私たちの活動を通

じて、企業の皆様にも、広く消費者

の権利擁護を図る活動にご参加

いただけるものだと考えておりま

す。

　京都消費者契約ネットワーク（略称：KCCN）は、京都の消費者、
消費者団体、消費生活相談員、学者、司法書士、弁護士ら約100 

名で構成されているネットワーク組織です。

　1998年に活動を始め、事業者に対する不当行為中止の申入

活動を先駆的に行い、消費者団体訴訟制度の成立に積極的に

関与してきました。

　2007 年 12 月 25 日には適格消費者団体として内閣総理大臣

により認定され、差止請求関係業務を積極的に行っています。

悪質な事業活動に対しては毅然として是正を求め、全国の適格

消費者団体の中でも、数多くの差止請求訴訟を行っている団体

です。

京都消費者契約
ネットワークとは

　京都市内で多数配布されていた日本クロレラ療法研究会名義の新聞折込チラシ
には、様々な慢性病には、クロレラ療法が勧められるとの記載がありましたが、具体
的な事業者名は記載されていませんでした。
　第１審では、上記研究会に資料請求すると、被告事業者のカタログが送られてく
る等の事実から、研究会チラシの配布主体は被告事業者であると認定し、薬事法の
承認を受けていないにもかかわらず、医薬品的な効能を表示することは、景品表示
法の優良誤認表示に該当するとされました。
　また、最高裁判決では、不特定多数の消費者に向けられた広告等であっても、消
費者契約法上の「勧誘」に当たり得ると示されました。
　当時、横行していた研究会商法に切り込み、かつ、画期的な最高裁判決を得た、
非常に意義のある活動となりました。

　健康食品などの分野では、「お試し価格」という割引価格で販売し、消費者にその
商品を試してもらう商法があります。2015年頃より、「お試し価格」と称しつつも、定
価での複数回の購入を、お試し価格購入の条件としている事業者が増えました。
　そのような事業者の販売ホームページは、お試し価格を強調する一方で、定価で
の購入については、消費者の目につきにくいように表示しており、景品表示法の有利
誤認表示に当たる可能性があります。
　当団体は、これまでに３社に訴訟提起し、いずれも問題とされた表示は使われなく
なりました。お試し価格での販売は、消費者の利益になるものですが、詐欺的なお試し
価格商法が横行すれば、健全な事業者の販売方法のイメージすら低下しかねません。
　当団体の行っている、市場の健全性確保のための活動の一例といえます。
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　「適格消費者団体」は、事業者の不当な行為に対して差止請求を
することができる団体として、内閣総理大臣による認定を受けた消

費者団体です。

　全国各地に21の適格消費者団体が存在します（2020年7月現

在）が、京都にあるのは京都消費者契約ネットワークのみです。

　「適格消費者団体」は、個々の消費者からの依頼を要することな
く、不特定多数の消費者のために、事業者による問題のある勧誘

や問題のある契約条項、不当な表示等に対し、その行為を差し止

めることができます。

　事業者が行為の是正に応じない場合には、差止請求訴訟を提起

することもできます。

適格消費者団体とは

差止請求とは

K C C Nの取り組み 適格消費者団体を
支援する意味




